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厚生労働省の科学研究における研究上の不正への対応について  

1．これまでの流れ   

（1） 総合科学技術会議  

平成18年2月28日総合科学技術会議本会議にて「研究上の不正に関する適切な  

対応について」を検討。総合科学技術会議議長より各大臣宛に、これを踏まえた対  

応を期待する旨、意見具申がなされた。  

「研究上の不正に関する適切な対応について」要旨  

研究上の不正は科学技術及びこれに係わる者に対する信頼を傷っけ、科学  

技術の発展に重大な悪影響を及ぼす。  

総合科学技術会議は、研究者コミュニティ、関係府省、大学及び研究機関  

がそれぞれの立場において、倫理指針や研究上の不正に関する規程を策定  

するよう求める。  
関係府省は、不正が明らかになった場合の研究費の取扱いについて明確に  

する。配分先となる組織に対して、研究上の不正に関する規程の策定及び  

不正の防止に向けた対応を求める。  

（2） 文部科学省  

「科学技術・学術審議会／研究活動の不正行為に関する特別委員会」を開催（平  

成18年3月17日より6月23日まで）。「研究活動の不正行為への対応のガイドラ  

インについて 研究活動の不正行為に関する特別委員会報告書（案）」を取りまとめ、  

7月8日よりパブリックコメント募集中。  

（3） 日本学術会議  

「科学者の行動規範に関する検討委員会」を開催（平成17年12月28日より平  

成18年4月5日まで）。平成18年4月11日に開催した第148回総会にて、「科学  

者の行動規範（暫定版）」等の文書を決定。学協会、大学、研究機関に送付。意見等  

を収集中。  

2．今後の対応について（案）  

8月～  厚生科学審議会科学技術部会の意見を踏まえて厚生労働省のガイド  

ラインを作成。案の段階から厚労省所管各研究機関に情報提供及び  

協議をしながら、内容の検討を進める。  

平成19年度の各研究事業の公募要項等に基本方針を反映。ガイドラ  10月頃  

インを厚生科学審議会科学技術部会において検討。  
19年3月まで■平成18年度中に厚生労働省のガイドラインを策定し、の厚生労働科  

学研究費補助金取扱規程等へガイドラインを反映。  

各研究事業の平成19年度の取扱規程等へ取り入れる。  
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研究上の不正に関する  

対応の基本方針（案）  

平成18年7月27日   

厚生労働省  

研究上の不正の定義と対象  
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研究上の不正を調査するスキームについて  
左屈は  
・告発が被告発着が所属している研究機関に  
なされ、  
・告発に係る研究を行った機関に  
被告発者が所應している場合のスキーム。   

自己の説明によって、不正行為で  
あるとの好いを覆すことがで主査  

い場合。  

生データ、実験・観察ノート等の  
本来存在すべき基本的な要素の不  
足により証拠を示せない場合。   

※被告莞書の自認を唯一の証拠として   
不正行為と認定することはできない。  

資金配分に関する   
措置決定の通知  

（受給資格の停止など）  

調査結果通知  
不正行為の認定  

調査委員会  

r．享）不正行為があったと認淫された韻文等戯、▼香   
淀壬剋翌蔓血盟藍遼ぬ羞豊悉i貴賓蕃を   
寮監勘  

瑞）不正行為に饉彗したと認定されていないもの   
小、ノ、⊥Lモ∴、モ．ミ、∴二．⊥一三Il．㌻∴ミエニ：シ号⊥   

調査結果通知  協力依頼  

ど悪意に基づく  

：告発の場合  ： l・氏名／所属の公表l  
た愚妻番蕊  

③不正行為が凝っだ七   
芸若定されだ清文等の蜜   

者でほないが、当該挙   

止義一為忘魔豊心慮よ腰   

＆さ干した石．  

●＝＝＝■■■■■■■●●  

ご被認定者の定義 ■   
・所属機関の内規にl  
よる処分  

・懲戒処分又は刑事l   
告発の検討  l  

・告発者は不服申し：   

立て可能  l  

ノ  
、 ■1－〉 ■ － ■1一 一．1－ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ●．■■ ▲■  

l  

l  l l  

t 】 t l ヽ  

原則として顕名で行うこと。  

不正とする科学的合理的が  

示されていること。   
し不正を行ったとする研究書や不正内   
套が明示されていること等）  

■  

■             ！不正論文 不正行為：  

：主要著者  実施  

●  
●  

●●■＝＝■■■■＝■■●  

調査機関における調査  

調査磯脚監関する基本的考え方   
1，研究機閑に所属する研究者に係る研究話動の不正の場合、当該研究機関が調査を行う。   

2．被告発着が複数の研究機関に所属する場合、告発された事案の研究を主に行っている研究槙関が中心となっ  
て調査を行う。   

3＿ 不正を行ったとされる研究機関と、被告発着が所属する研究穫関が異なる場合は、合同て調査を行う。   

4＿ 研究綴閑による調査が困難と資金配分権閑が特に認めた場合は、資金配分機関が調査を行う。   

究韓関や学協会等の研究者コミニニティに委託することか可能。  
那巷乞瀞〟空 士浩：＝ ＿光つ∝写ナ：㈹問壬m〉祐珊間顎：】動 粗脚竃二瑚恥ノノ竺架蹴如：伽醜＝：鄭御念：丁占  

予備調査   

告発された行為  
との喜義理愕を検討   

研究威葵を横言正  

するための資料  
‡  

不正実行の  

可能性   

告発の科学的   
合理的理由   

告発された研究   
の公表から  

告発までの期間  

硝の保存期間を縫  
えるか横討  

本格謂魚群幽霊か出社判厳   

不正の認定・調査結果公  

調査紹栗は、箆発雷及び被箆発音、鋳金  
配分機関等に報焦  

不正が認められた腸菖はぎ竃否絶無夜公表  

循酪発電は言應惑総菜に朋毎嘩望て可能  

賃金配裏境線抜過盗監禁i㌫鼻ヨ窪鼓認定  

者への撞腰内杏を枝討   
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資金配分機関における措置  

資金配分機開での楕躍を検討する体制   

1．轟金配分機関は被認定者等への競争的研究爵金等に係  
る措置を検討写る委員会を設置。   

2．委員会は責金配分機関の求めに転じて、被認定書等に  

対してとるへさ措置を検討し、その結果を報告。   

3．委員会は原則として、研究活動における不正行為につ  

いて適確な判断を下すために必要な知見を持つ者を含  
み、被認定者等及び不正行為に係る研究者に直接の利  
害関係を肯しない有識者で構成。  

措置内容  

の公表  

捨置の決定手続き   

1．不正行為の重大璧、悪質獲、被認定者の不正行為への  
駆らの度合い等を考慮 

2．検討結果は速やかに藷金配分機関に報告¢   

3．薦轟配与．き機関は馨爵嘉の鶉捌こ墨っき、襟認定者等に  
文才する措革を決定。   

4．督怠配分機関は、決定しだ措置放びその対粟者等につ  
いて、擢票の対象普及どブ誉の毛萄7）l紡機首る機構、厚  

生労働蜜の他∽菌金配分機㌍に薫告コ 

＝    ●り  

≡鰭馨釣内容盤凄  
転  措置決定の際には、措置の対象となっだ者について以下  

の情報等を速やかに公案二   

氏名及び所属  ・当該研究哲の金額   

▼措置の内容  研究内容投び不正行為の内容   

不正行為が行われた 。講義機関が行っだ調査結崇報   
督争的研究資金等  芭蜜  

不正認定後の措置について  

う 不正行為びあったと吉家定された貢羨望茎玖．香淀行為£濁易   

したよ⊥認定さ才ユた溺萎（兵書竃を砦む1け  

こぎ 不正行為に関与したと認定さ打〔くいないものの、不正薫透   
力協ことたよし諾定温れた韻文笥の主たる老轟 

●＝■■■■■1＝暮t●■ 

3 
●  

だ認諾浣 
適祝言減配射たと遥若 

買封1芝嘗 不正行為：  
実施 ■  

●●■■■■．■‖．■‖■J  

・ただらに被認定者の当該競争的研究資金等  

の支出の中止を命じる。  

・調査結果の資金配分機関及び告発者、被認  

定者への通知  

・調査結実の公表  

・被認定者に対して内部規定に墨つき適切な  

処置を執る  

以下塵措置吸まち1⊇塵るし1蛙複数の慮置を塵是る止  

競争的研究資金等の不採択  
・厚生男働省所管の競争的研究黄金等において、被認定   
者が主は研只者として申請されているものについては   
不採抗  

・ケ〉担研究者及び研究協力者となコている毛のについて   
は当該壱の差し替えを要求  

競争的研究資金等の申請制限   
（不正に関与した研究者について）  

認定された年度の翌年度以降5－、‥10年間   
（不正への関与は認められなかったが、  
不正行為があったと認定された論文の主要書者）  

認定された年度の翌年度以降2一∵4年間  

競争的研究資金等の打ち切り  

・不正行為があったと認定された研矧こ係る   
競争的研究責金等の〕つち切り  

・被認定者のうち不正に関与しだ研究書（′そ   

3）に‾二）いては、不正行為があったと認定   

された研究以外に係る研究寅金も‡Jち切り   

競争的研究資金等の返還  
・未使用の研究費の返還   

（悪質な揚言は研究襲圭賛の返還）  
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研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて  
研究活動の不  正行為に関する特別委員会報告書（案）【概要】  

第1部研究活動の不正行為に関する基本的考え方  

ユ．検討の背量   

○科学研究における不正行為は、ム旦の科学への信頼を揺るがし、科単軌もの。   
○厳しい財政事情にも関わらず、未来への先行投資として、国費による研究費支援が増加する中で、量養な国費嬰効果的に   
活用する意味に去1欄達。  

2．不正行為lこ対する基本的考え方  

（1）研究活動の本質   

○研究活動とは、先人達の研究の諸業績を踏まえた上で、新たな知見を創造し、塾生体系を構築していく行為。  
（2）研究成果の発表   

○研究活動によって得られた成果を、研究者コミュニティに向かって仝盟し、その内容について塗味通則を受止ること。  
（3）不正行為とは何か   

○ 姓究者倫理に藍馳し、研究活動の本質ないし本来の趣旨を歪め、延監基地塑重苦地主三±二と∃之塵   
娃＿ばる往為であり逸造」鮎L盗用などがこれに当たる。  

（4）不正行為に対する基本姿勢   

○ 不正行為は、科学そのものに対する背信行為。研究費の多寡や出所の如何を問わず絶対に許されない。研究者の科学者   
としての存在意義を自ら否定するものであり、自己破壊につながるもの。研究者及び研究者コミュニティは、杢重j亘為に丑Lて   
厳ヒゝ1望遡空塵なべき。   

○ 不正行為の問題は、知の生産活動である研究活動における〔盤型払監整理1空風題。  
（5）研究者■研究者コミュニティ等の自律・自己規律   

○ 不正行為に対する対応は、研究者の倫理と社会的責任の問題として、その防止とあわせ、まずは研究者肖らの規律、ある   
いは研究者コミュニティ、大学・研究機関の自律に基づく自浄作用としてなされるべき。  

3．嘲る豊量  
（1）研究現場を取り巻く現状   

○ 先端的な分野を中心に、堕盈塩基を少上でも畳まi出三出すと⊥馳。資金獲得競争が性急な成果幸義を煽っている。   
○ 特に若手研究者は、任期付きでないポストを早く得るために、優Aとた捜監塩見を里心壮す必要性に迫られる状況。  

（2）研究組織・研究者の問題点   

○ 研究者の堕究皇担虹塾±劃皇金盛が薄れてきている。   
○ 壁宝温勤担杢監iこ基づく旺法皇臨空について、研究者を目指す学生や若手研究者が1二分教室を受けてゝユない状批   
○ 指導者の中に、研究倫理や研究プロセスの本来のあり方を卜分に理解していない者が存在。   
○ 絶遠地予状況。  

4．不正行為に対する取り組み  
（1）大学・研究機関等の不正行為への取り組み  

○ 墜冤退室誠二鼠L艶三豊珪法坦腰底と廷宝意地〕血土の取り組みが求められる。  
（2）文部科学省における競争的資金等に係る不正行為への対応  

○ 競争的資金に係る研究活動の不正行為について対応することとし、生起盛畳l三組二王急変ニ企、乏二仁二を後記。  
○ ガイドラインに基づき、旦鉦鼓呈豊丘三畠戯整蟻。資金塵皇企毯鼠姐狸生後現にガイ土子イ之を∃患丞。   

○ 不正行為への対応の取り組みが、研究を萎縮させるものとなってはならず、むしろ研究を活性化させるものとなるよう留意。  

第2都 議争的資金に係る研究活動における不正行為対応ガイドライン  

1．太ガイドラインの目的   

○ 競争的資金に係る研究活動の不正行為に、ま畠蜂と葦省及び文部科学省所管の独立行政法人である資金配分隠盟や大   

学等の埋宝幽が適切に対応するために監施すこうき事蔓等長つい工数組むを』   

○ 各機関には、本ガイドラインに沿って、研究活動の不正行為に対応する適塾な仕組み壷整ぇ．ることが求められる。資金配分   

機関には、競争的資金の皇墓室鐘モ委誼聖迫豊等辻本出題應違反映させることが求められる。  

乙研究活動の不正行為等の定義  

（1）対象とする不正行為  

○発表された研究成果の中に声されたデータ、情報または調査結果等の盟遥と改弘、及び盗用。  

（2）対象となる競争的資金  

○ 重量阻堂宣些畳皇迫監金（科学研究費補助金、科学技術振興調整費、21世紀COEプログラム、戦略的創造研究推進事   
業等週副査）、及び私立去貸室盛艶宝島底止進進重宝。  
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（3）対象となる研究者、研究機聞及び資金配分機関  

○ 対象となる研究者は、対象となる競争的資金の配分を受けて研究活動を行っている研究者。  

○ 対象となる研究機関は、それらの研究者が所属する機関、又は対象となる競争的資金を受けている機関。  

○ 対象となる資金配分機関は、文部科学省、独立行政法人科学技術振興機構及び独立行政法人日本学術振興会。  

3．告発等の垂付  

（1）告発等の受付休制   

○ 研究機関及び資金配分機関は、研究活動の不正行為に関する告発等の窓口を各々設置。  

（2）告発等の取扱い   

○ 告発は、原則麒名とし、不正行為を行ったとする研究者及び研究グルーフ∵車重塩基旦態様、事案の内容が明示され、か   

つ不正とする科学的合理的理由が示されていること。   

○ 匿名による告墓があった場合、研究機関等は意羞弧監発があった場合に準じた取扱いができる。   

○ 報道や学会等の研究者コミュニティにより不正行為の疑いが指摘された場合、匿名の場合に準じて取扱う。  

（3）告発者・被告発着の取扱い   

○ 告発者、被告発者、告発内容及び調査内容について、調査結果の公表まで、胞産直倶良を塵底。   
○ 悪意必二註温防塵のため、そのことが判明した場合、氏名の公表や懲戒処分がありうることなど   

を周知。  

4．告発等に係る妻妾の調査  

（1）調査を行う梯関   

○ 原則として、左遷呈出た壁発音が所属生る亜究機関力遡査を実塵。複数の研究機関による合同調査もありうる。   

○ 被告発者が研究機関に所属していなかった場合や、研究機関による調査の実施が極めて困難であると、資金配分機関が   
特に認めた場合、当該資金配分機関が調査を実施。  

（2）告発等に対する調査体制・方法  

〔予備調査〕   

○ 調査を行う研究機関等は、告発を受付けた後速やかに担麗戯皿嵐温査を墓地。その結果、杢路地な調査をすニミ皇姐   
と判断⊥た亀倉⊥杢調査を墓地。本調査を行わないものと判断した場合、その旨を理由とともに告発者に通知。  

〔本調査〕   

○ 本調査に当たっては、当該研究分野の研究者であって当該諷査捜園邑施主な』t旦を含む蘭査盈員会を設置。調査委員   
は告発者及び被告発音と直接の利害関係を有しない者とする。   

○ 本調査は、論文や実験・観察ノート、生データ等の各種資料の精査や、関係者のヒアリング、再実験の要請などにより実施。   
この際、妓左璧豊里盈弧盤担保。告発等に係る研究に関して、並塾となるような豊科箋を鑑全。   

○ 資金配分機関の求めがあれば、調査の終／前であっても、調査の中間報告を当該資金配分機関に捏批  
（3）認定   

○調査委員会は本調査の開始後、相当の期間（例えば概ね150日）内に、杢庭缶為適地たか盃か、不正行為と認定さ   

れた場合はその由査⊥‥杢重圧為に盟主ヒた者とそ塑盈盆ゝ＿論文笠担各患者塑当該施主等及逆当脱退ナる役割を認   

定し、調査機関に報告。   

○ 不正行為がなかったと認定される場合、鮎こ毘登亜三基づくもぎフであ急こ出渕阻最≡と池偲せ三そ免旨   
を認定。  

〔不正行為の疑義への説明責任〕   

○ 調査において、被告発音が疑惑を晴らそうとする場合、良皇担童佳におし、rこ捜掌自淡邑起立三三L三盈現しなければならない。   
○ 被告発着が生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素の不足により証   
拠を示せない場合は不正行為とみなされる。ただし、その貴によらない理由により、上記の基本的な要素を示すことができなく   
なった場合を除く。  

〔調査結果の通知及び報告〕   

○ 調査機関は、調査結果を速やかに告発者、被告発者及び資金配分機関に通知。資金配分機関は文部科学省に報乱  
○ 悪意に基づく告発との認定があった場合、調査機関は告発者の所属機関に通知。  
〔不服申立て〕  

○ 不正行為と認定された被告発者及び告発が悪意に基づくものと認定された告発者は、諷査毯剋が宣重た盟鮎に玉眼卓   

立てができる。不服申立ての審査は調査委員会が実施。  
〔調査結果の公表〕  

○調査機関は、不正行為が行われたとの認定があった場合、速やかに調査結果を公表。  

皇＿皇監畳及び被告勢割こ対する捨置  
（1）調査中における一時的措置  

○被告発者が所属する壁宝麹屈ほ、本調査の実施が決まった後、調査結果の報告を受けるまでの間、邑監呈出た担鷹に係   
る堕空費坦呈出を建立することができる。  
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○宜金配分毯鼠は、被告発音に対し、調査結果の通知を受けるまでの間、当室量敷こ係る研究盈の使尉停止を命ずること   

や、被告発者に皇鮎脚、被告発者から別に旦議さ血三脚   
鑑定適）研究脅の交使を温良することができる。  

（2）不正行為が行われたと認定された場合の緊急措置等   

○不正行為認定が行われた者が所属する堕宝機関及び資金配分機関は、当該被認定者等に対し、ただちに当遜羞皇迫資   
金必皇凰里立を命ずるとともに、研究機関は、由部規程に基づ包直辺な処置をとる。  

（3）不正行為は行われなかったと認定された場合の措置   

○資金配分機関及び被告発者が所属する研究機関は、本調査に際してとった硬宝豊玉出㈱鑑定皇   
鮭摩し、温室国産造置等を講じる。  

6． 間引こ対する資金電分機関の措置  

（1）措置を検討する体制   

○資金配分機関は、配分した競争的資金に係る研究活動に関する被認定者等への塩生出藍会長盛る盟畳を捻誕生る委員   
会を設置。   

○委員会は、資金配分機関の求めに応じて、遮認屋畳笠に丑ヒ乙とる二戯鹿星を盈豊。   

○委員会は、原則として、研究活動における不正行為について的確な判断を下すために必要な知見を持っ者を含み、被認   
定者等や当該不正行為に係る研究に直接の利害関係を有しない有識者で構成。  

（2）措置の決定手続   

○措置の検討に当たっては、不正行為の重大性、悪質性、被認定者の不正行為への関与の度合等を考慮。検討結果は速   
やかに資金配分機関に報告。  

○ 査金配達毯阻ま⊥委員会弧基づ皇」腰選遷旦笠に盟士急造畳む麦患決定に当たっては委員会の報告を尊重。   
○ 資金配分機関は、決定した措置及びその対象者等について、措置の対象者及びその者が所属する機関、当該資金配分   
機関以外の資金配分機関に通知。  

（3）措置の対象者  

○ 杢直往為があ出藍星皇虹た垣鷹に陰る盈宝星型」五重往為に嵐皇』地建≡豊畳（生者者を畳む虹抜上同上。）。   
○ 杢藍往為に盟主ヒたと認定され姐ユも坦」担」杢正塩基があ出温定裏地狂究1三換る乱文等些主たる著者。   

○ 五直腿認崖道れた嬰恕鮎薮畳壬呈辿墟」生返杢宜行急に嵐生ヒZ≧と塾定量起た畳。  
（4）措置の内容  

〔鰻重坦資金旦手工皇切セ〕   

○ 不正行為があったと認定された研究に係る競争的資金や既に配分されているその他の競争的資金の打ち切り。  
〔競皇蜘杢馳〕   

○ 不正行為が認定された時点で研究代表者として申請されている競争的資金については採択しない。また、研究分担音叉   
は研究補助者として申請されているものについては、当該者を除外しなければ採択しない。  

〔不正行為に係る競争的埼金の返還〕  

○ 未使用の研究費の返還や、契約済みであるが、納品されていない場合や未使用の場合の機器等の物品の契約解除・返   
品とこれに伴う購入費の返還を求める。  

○ 馳∈基質な盛会は、不正行為があったと認定された当該研究に対して配分された壁迦皇堕の返還を求める。  
〔鼠垂坦真金墾卓請制限〕  

○ 文部科学省所管のすべての競争的資金の申請を制限。制限期間は、不正行為の重大性等に応じて委員会が定める。  
・杢五日為に魔主上た』盈定皇ねた者＿遜L重さ起た堅度の豊里宜以」組ミら呈Q隼  

・杢塵剋乳皇⊥た彗星窪さ組成直往為盈逸立地迄宣された阻究j三陸る論史笠¢フ宅た急著且眉上くま隼からヰ年  

（5）措置と訴訟との関係  

○ 措置後に訴訟が提起された場合、措置の継続が不適切であると認められる内容の裁判所の判断がなされない限り、措置   
は継続。  

○ 措置前に訴訟が提起された場合、訴訟の結果を待たずに措置を行うことを妨げない。  

○ 措置後の訴訟において認定が不適切とされた場合、ただちに措置を撤回。研究費の返還がなされていた場合、資金配分   

機関は、その金額を措置対象者に再交付することができる。研究費の打ち切りがなされていた場合、資金配分機関は打ち切   
りの対象となった研究の状況に応じて交付を再開するか否か判断。  

（6）措置内容の公表  

○ 資金配分機関は、措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名二所属」圭鮎室、不正行為が行わ   
れた遺草戯資金名及び当該狸璧＿費の金塵」星空内査と蚤直行為¢包査、調査機関が行った盟査鎧具姐邑▼蓋などについて、   
速やかに公表。  

（7）措置内容等の公募要領等への記載  

○ 資金配分機関は、不正行為を行った場合に資金配生後嵐がと皇乱数地道畳¢再審や措置酬転用につい   
て、詭垂迫組付凰宜粗を含む⊥等に記載。  
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